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財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

議事要旨(1) 改正「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準

によって構成される会計基準）」【公表議決】 

 

冒頭、小野委員長より改正「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修

正会計基準によって構成される会計基準）」について、本日の審議の後、議決を行いたい旨

の説明があった。引き続き、小賀坂副委員長より、前回の委員会以降の状況について説明が

なされ、また板橋ディレクターより、審議資料に基づき前回の委員会後の修正箇所について

の詳細な説明及び再公開草案の必要性の有無に関する説明がなされた。 

 説明に対する委員からの主なコメントは次のとおりである。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 公開草案からの修正内容は非常に軽微であり、仮に再公開草案を公表しても関係者

から追加の意見が出るとは考えにくい。このため、関係団体の負担も考慮し、再公

開草案を不要とする事務局提案に賛成する。 

 

審議の後、採決が行われ、具体的な字句等については委員長に一任する前提で、出席委員

12名全員の賛成により、改正修正国際基準（内容としては、「修正国際基準の適用」の改正

及び「企業会計基準委員会による修正会計基準第 2号「その他の包括利益の会計処理」の改

正」）を公表することが承認された。 

 

以 上 


